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わたくしたちは 

   防府市民の誓いの理念に基づき 

   生涯にわたり楽しく学びながら 

 

    ●思いやりとふれあいのあるまち 

    ●歴史と文化の薫るまち 

    ●いきいきとした健やかなまち 

    ●やすらぎのある住みよいまち  

    ●未来に向かって飛躍するまち 

 

   の実現に向けて努力することを決意し 

   ここに防府市を 

   ｢生涯学習都市｣とすることを宣言します。 

 

    平成１２年１０月７日 

                 防 府 市 

 

 

 
 本市では、平成９年（1997 年）に、本市独自の生涯学習の指標として、「防府市民

の誓い」を具現化した「防府市生涯学習のまちづくりの目標」を策定し、住民参加型

の生涯学習によるまちづくりを展開してきました。 

 平成 12年（2000年）３月には、「防府市生涯学習のまちづくりの目標」を実現する

ために、「防府市生涯学習推進計画（学ぼうやプラン）」を策定し、同年９月 22 日に

市議会の決議を経て、同年 10 月７日に、市民意識の高揚を図るとともに、行政、民

間団体、市民が一体となり生涯学習を推進していくため、「生涯学習都市宣言」を行い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習都市宣言 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨                   
 

 

本市は、古くから周防の国の国府として栄え、日本最初の天満宮である防府天満宮

の門前町として発展した歴史と文化のあるまちです。 

さらに、私たちのまちは自然・歴史・文化・産業、そして人という財産を有し、多

くの学びの機会に恵まれた、教育を大切にするまちです。このまちでは、誰もが生涯

にわたり楽しく学び続け、学んだことを様々な方法で表現し、自己実現を果たすこと

ができます。このような教育的風土を生かして、めざすまちの姿を「教育のまち日本

一」としております。 

本市では、平成 12 年（2000 年）３月に「防府市生涯学習推進計画」を策定し、防

府市らしい「いつでも、どこでも、誰でも、学びたいことが学べ、いきいきと活躍で

きる生涯学習社会」の実現を図るための取組を進めてきました。 

令和４年(2022年)３月に「第３次防府市生涯学習推進計画」を策定し、人生１００

年時代を心豊かで健康に過ごしていただくため、豊かな学習活動を通じて得られた人

とのつながり、地域とのつながりを、地域づくりやまちづくりに生かすことができる

よう「学び」と「活動」の循環の仕組みづくりに努めてまいりました。 

こうした中、国においては、令和５年（2023年）６月に策定された「第４期教育振

興基本計画」において、今後の教育政策におけるコンセプトとも言うべき総括的な基

本方針として「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」、「日本

社会に根差したウェルビーイング※１の向上」が掲げられ、持続可能な社会の構築に必

要不可欠であるとの認識が高まっています。 

本市においては、これまで進めてきた取組をさらに発展させるとともに、急速に進

む少子高齢化や人口減少、ＩｏＴ（Internet of Things）※２、生成ＡＩ※３等の技術革

新などによる社会変化に対応し、持続的で活力ある社会の実現に努めていく必要があ

ります。 

今回策定した「第４次防府市生涯学習推進計画」は、令和８年（2026 年）４月に策

定した「第６次防府市総合計画」や「第３次防府市教育振興基本計画」を参酌しなが

ら、今後５年間の生涯学習施策を着実に推進するための新たな指針となるものです。 

 

 

 
                                      
１ ウェルビーイング：身体的・精神的・社会的に良い状態にある事を言い、短期的な幸福のみならず、生きがい

や人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。 

２ ＩｏＴ（Internet of Things）：“インターネット・オブ・シングス”の略。コンピュータなどの情報・通信機

器だけでなく、様々な物体（モノ）に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することに

より、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。 

３ 生成ＡＩ：文章、画像、プログラミング等を生成できるＡＩモデルに基づくＡＩの総称。 
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２ 生涯学習の意義                   
 

生涯学習とは、「一般には人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家

庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア

活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行う学習」（「令和４年度文部科

学白書」第３章）であるとされ、その内容が多岐にわたるものであることが示されて

います。 

また、生涯学習は、生涯を通じたあらゆる学習活動を指すだけではなく、「生涯にわ

たって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適

切に生かすことのできる社会を目指す」という考え方を含んでおり、教育基本法第３

条では、「生涯学習の理念」として、生涯学習社会の実現に努めることが規定されてい

ます。 

人生１００年時代において生涯を通じて，一人ひとりの人生を生きがいのある充実

したものにするとともに、習得した知識や技能を家庭や学校（保育所(園)を含む。）、

地域などで生かすことによって、活力ある地域社会を実現させるため、今後、更に生

涯学習の推進が期待されます。 

 

生涯学習のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典】文部科学省ホームページ：「平成 23 年 11 月中央教育審議会生涯学習分科会（第 60 回）」資料 

 

生涯学習 
＝「学ぶ者」に着目した概念 

教育による学習 
＝「教える者」と「学ぶ者」による行為 

学校教育に 

よる学習 
・学齢児童・生徒等に対する教育 

(幼・小・中・高・大学・専修学校等) 

・社会人の大学院入学 

家庭教育に 

よる学習 

社会教育 
(=学校・家庭以外の 

広く社会における教育) 

による学習 

・国や地方公共団体や公民館等が行う講座 

・大学・短大等の学校が行う公開講座 

・青少年団体等が行う青少年教育 

・民間教育事業者の行う通信教育・カルチャースクール 

自己学習 
=「学ぶ者」のみによる行為 

・読書等の自主学習 
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３ 計画の位置付け                   
 

本計画は、「第６次防府市総合計画」及び「第３次防府市教育振興基本計画」を上位

計画とした個別計画です。計画期間を上位計画に合わせて令和１２年度（2030 年度）

までの５年間とし、上位計画と一体的な推進を図っていくとともに、生涯学習の推進

のための総合的かつ体系的な指針として、生涯学習関連施策の基本的な考え方や事業

等の方向性を明らかにするものです。 

また、生涯学習は、多岐の分野にわたるものであるため、関連する計画との整合性

を図っており、計画期間内は、毎年度、事業の取組状況について点検・評価を行い、

次年度の事業に反映させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第３次防府市教育振興基本計画 
（令和８年度～令和１２年度） 

第６次防府市総合計画 

（令和８年度～令和１２年度） 

 

教育関係含む 
その他の計画 

 
 

防府市こども計画 
防府市スポーツ推進計画 
など 

第４次防府市生涯学習推進計画 
（令和８年度～令和１２年度） 

 教育分野             その他の分野 

第３次防府市図書館サービス振興基本計画 
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４ 計画とＳＤＧｓ
エスディージーズ

                  
 

ＳＤＧｓとは、平成２７年（2015年）９月に国連サミットで採択された「持続可能

な開発のための２０３０アジェンダ」に記載されている世界共通の持続可能な開発目

標のことです。「地球上の誰一人として取り残さない」ことを理念とし、令和１２年

(2030 年)までに達成すべき１７の目標と１６９のターゲットから構成されています。 

本計画には、ＳＤＧｓの１７の目標のうち、主に５つの目標が関わっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※エンパワーメント：自分の人生を自分で決めな 

がら生きるための力を身につける取組のこと。 

※ 

資料：外務省「持続可能な開発目標(SDGs)と日本の取組」 
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第２章 防府市における生涯学習の現状と課題 

 

１ 生涯学習推進計画（第３次）における取組と課題          
 

「第３次防府市生涯学習推進計画」では、「いつでもどこでも学べる環境づくり」、「ひとり

ひとりがきらめく人づくり」、「学びを通じてつながる地域づくり」を基本目標とし、令和４

年度から４年後を目標として施策に取り組んできました。 

基本目標に基づく主な取組や課題は次のとおりです。 

 

基本目標１ 「いつでもどこでも学べる環境づくり」 

 

【主な取組】 

 市民の生涯学習意識の醸成や自主的な学習活動を支援するため、各種講座の実施や情報紙

の発行、イベントの開催等の多様な学習機会の提供を行いました。 

 

○生涯学習意識の醸成 

・聞いて得するふるさと講座（出前講座）の実施 

・生涯学習フェスティバル※１の開催、学ぼうやコンテスト※２の開催 

 ・ボランティア協働情報紙※３「まなぼら」、こども向け生涯学習情報紙「まなぼうや 

だより」の発行 

 

○多様な学習機会の提供 

 ・各年齢期に応じた子育て講座、子育てサークルの開催 

 ・市民教養講座、家庭教育学級、高齢者教室、各種セミナー等の開催 

・国際交流フェスティバルの開催 

・放課後子ども教室※４の開催、職場体験学習の実施、市民文化祭の開催 

・人権学習市民セミナー、講演会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

１ 生涯学習フェスティバル：生涯学習ボランティアや市民が主体的に企画・運営し、学ぶことの楽しさを伝える 

  とともに、多くの市民が生涯学習活動に参加する機会となるイベント。 

２ 学ぼうやコンテスト：防府市の生涯学習マスコットキャラクター「学ぼうや」とその家族を題材にしたイラス  

  ト作品のコンテスト。 

３ ボランティア協働情報紙：生涯学習課、防府市社会福祉協議会、防府市市民活動支援センターの３機関で作成 

  する生涯学習・市民活動・ボランティア活動に関する情報紙。 

４ 放課後子ども教室：放課後等の安全・安心なこどもたちの居場所を確保するために、地域住民の参画を得て、 

  こどもたちの学習やスポーツ・文化活動を行う。 

自主企画講座 

（生涯学習フェスティバル） 
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○生涯学習関連施設※１の整備・充実 

 ・公民館だより等による学習情報発信 

 ・小野公民館・牟礼公民館の建替え、公民館の整備・修繕と維持管理 

・防府市文化センターの開設、ルルサス文化センターや公民館における教養講座・サーク 

 ル活動等の実施 

 ・子ども読書フェスティバルの開催 

・青少年科学館や文化財郷土資料館における講座や企画展の実施 

                                             

○学習相談体制の充実 

 ・各施設に生涯学習や社会教育に関わる専門的職員を配置 

 

○産学公民※２の教育ネットワークの強化 

 ・防府市生涯学習推進会議による生涯学習推進計画の進行管理と実施状況の総合調整 

 ・ボランティア協働情報紙「まなぼら」の発行、ほうふ市民活動フェスタの開催 

・「家庭の日」親子ふれあいイベント、大学公開講座の開催 

 

【現状と課題】 

生涯学習意識の醸成や多様な学習機会の提供については、施策の体系にもとづき、様々な

講座やイベントが実施されました。特に、聞いて得するふるさと講座（出前講座）は、小・中

学校をはじめとする関係機関や団体に積極的に幅広く活用され、実施件数は年々増加傾向に

あり、一定の成果が認められます。 

一方で、講座やイベントによって参加者に偏りがある等の課題があり、誰でも気軽に参加

できるきっかけづくり、より多くの人が参加しやすいようにソーシャルメディア※３の活用を

含めた効果的な情報発信が必要であると考えられます。 

また、近年の社会情勢の変化に伴い多様化する学習ニーズへの対応についても課題であり、

講座やイベント内容の更なる充実が求められています。 

生涯学習関連施設の整備・充実については、市民の学習活動を総合的に支援する地域の拠

点施設として引き続き整備に努め、機能面での充実が求められています。 

産学公民の教育ネットワークの強化については、大学や企業等との連携により、各種事業

を実施しました。中でも、「家庭の日」親子ふれあいイベントは、参加者が増加傾向にあり、

参加者・従事者双方の満足度が高いイベントとなっています。また、青少年科学館において

は、市内企業等と連携し、市内企業等が有する優れた技術の展示を行いました。来場者の満

足度を高めるためにも、産学公民の連携による継続的な実施が求められています。 

今後の生涯学習に関する環境づくりにおいては、学習によって得られた知識や技能、参加

者同士のつながりを更なる学びや活動につなげ、地域づくりやまちづくりに生かすという視

点がより一層求められます。 

 

 

 

                                          

１ 生涯学習関連施設：公民館・科学館・図書館等の社会教育施設のほか、スポーツ施設、文化施設、また生涯学 

  習を支援する施設を含む。 

２ 産学公民：民間企業、学校、国・地方公共団体、地域住民・ＮＰＯ等を表す。 

３ ソーシャルメディア：インターネットを利用して個人間のコミュニケーションを促進するサービスの総称。 
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基本目標２ 「ひとりひとりがきらめく人づくり」 

 

【主な取組】 

 学習成果を生かせる機会の充実を図り、さまざまな技術や知識を持つ人材が活躍できる体

制づくりを行いました。 

 

○生涯学習を支える人材の育成 

 ・『ほうふ幸せます人材バンク「指導者バンク」』※１登録者へ研修会の実施 

 ・スポーツ、環境、子育て等に関する養成講座や研修会の実施 

 ・県主催の「地域協育ネット※２コーディネーター養成講座※３」の積極的な活用 

 

○学習成果を生かす機会の充実 

 ・『ほうふ幸せます人材バンク「指導者バンク」』登録者による公開講座（学ぼうやセミナ

ー）の開催 

 ・生涯学習フェスティバルにおける一般公募による自主企画講座や発表会等の開催 

 ・地区文化祭、作品展での作品発表 

 ・子ども読書フェスティバル、図書館まつりの開催 

 ・市民文化祭の開催 

 

○主体的な市民活動への支援 

 ・市民活動支援センターを中心とした市民活動団体への支援（相談、情報収集、発信） 

 

【現状と課題】 

生涯学習を支える人材の育成については、さまざまな養成講座や研修会が実施されました。

その中で、参加者の固定化や高齢化が課題として挙げられます。新たな人材の発掘や養成に

向け、周知方法の見直しや、自主的に参加したくなるような学習機会の提供が求められます。 

また、養成講座等の開催においては、地域の実情や参加者の習熟度に応じた講座内容の検

討など、きめ細やかな対応が必要であると考えられます。 

 学習成果を生かす機会の充実や主体的な市民活動への支援においても、参加者や参加団体

が固定化する傾向にあり、新たな参加者を獲得するための広報活動などを積極的に行う必要

があります。特に、市民活動の支援においては、市民活動ボランティアマッチング※４の活用

や関係者間での好事例の共有などを通じて、市民活動団体の基盤強化や活性化、市民活動に

対する市民の参加意欲を高めることが求められます。 

 

 

                                             
１ 『ほうふ幸せます人材バンク「指導者バンク」』：ボランティア講師の登録・派遣制度。 

２ 地域協育ネット：幼児期から中学校卒業程度までのこどもの育ちや学びを、地域ぐるみで見守り、支援する 

  ことを意図した山口県が推進する教育支援体制。概ね中学校区をひとまとまりとし地域協育ネット協議会※５

を核とした、学校・家庭・地域の連携による仕組み。 

３ 地域協育ネットコーディネーター養成講座：「地域協育ネット」に係るコーディネーターとして活動する者 

  を対象とし、必要な知識・技能等を身に付け、地域活動の核となる人材を養成する。 

４ 市民活動ボランティアマッチング：ボランティア活動を希望する市民のボランティア登録と、ボランティア 

  の募集を希望する団体などのニーズ登録を受付け、双方に情報提供などを行い、人と活動をつなぐ取組。 

５ 地域協育ネット協議会：めざすこどもの姿や具体的な活動内容等を共有し、協働で推進する。中学校区内の各 

  学校運営協議会の代表、ＰＴＡ代表、校長、公民館社会教育指導員で構成。 
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基本目標３ 「学びを通じてつながる地域づくり」 

 

【主な取組】 

学習する人同士が、お互いに教え合い、学び合うことでつながりを深め、地域課題の解決

に向けて地域全体で取り組む活動を支援するための仕組みづくり等を行いました。 

 

○地域活動の拠点づくり 

 ・「防府まるごと学校のつどい※１」の開催 

 ・地域連携教育プロジェクト会議の開催 

 ・コミュニティ・スクール※２の推進 

・放課後子ども教室の開催 

・公民館家庭教育学級、高齢者教室、就学期子育て講座等の開催 

 

○地域の協働※３を進めるための仕組みづくり 

 ・『ほうふ幸せます人材バンク「支援者バンク」』※４による学校づくり、地域づくりの推進 

 ・「家庭教育支援チーム※５」による子育てひろば、ふれあい体験、子育て学習会の開催 

 ・山口短期大学との協働による「家庭の日」親子ふれあいイベントの開催 

 ・防府市青少年育成市民会議※６による「家庭の日」運動※７に関する啓発用品（ポスター、

チラシ等）の作成・配布 

・母子保健推進員による訪問活動や各地区子育てサークルの実施 

 ・家庭教育学級や女性学級等の公民館活動の推進 

 

【現状と課題】 

地域活動の拠点づくりについては、多様化する市民ニーズに対応するため、公民館の講座

や学級の充実などが求められています。コミュニティ・スクールの推進では、学校運営協議

会における協議の充実などによる更なる質的向上を図る必要があります。 

また、地域の協働を進めるための仕組みづくりとして、学校や地域の活性化のため、学校

支援ボランティアの登録制度である『ほうふ幸せます人材バンク「支援者バンク」』や、地域

全体での家庭教育力の更なる向上を目指し、子育て経験者等で構成する「家庭教育支援チー

ム」を設置しています。その中で、人員の不足が課題として挙げられます。「学び」を「活動」

につなげることで持続可能な仕組みづくりにするため、地域の方に事業内容を周知し認知度

を高め、理解が深まるよう努める必要があります。 

                                          

１ 防府まるごと学校のつどい：コミュニティ・スクール及び地域協育ネットの関係者を対象にした地域連携教 

  育における目標や活動内容等の共有を行うための会議。 

２ コミュニティ・スクール：保護者や地域住民等で構成される学校運営協議会の意見を学校に反映させ、より充 

  実した学校運営を図る制度。 

３ 協働：多様な主体が、それぞれの特性を生かし、互いを尊重し、協力して取り組むこと。 

４ ほうふ幸せます人材バンク「支援者バンク」：学習支援など学校支援を行うボランティアの登録・派遣制度。 

５ 家庭教育支援チーム：学習機会の提供、親子参加型行事の開催、子育てに関する情報提供及び相談対応を実施 

  する家庭教育支援を行うことにより、地域全体で家庭教育を充実させていくことを目的とした子育て経験者 

  等で構成するチーム。 

６ 防府市青少年育成市民会議：市民の総意を結集して青少年育成市民運動を展開し、青少年の健全な育成を図 

  ることを目的とした会議。 

７ 「家庭の日」運動：青少年を健全に育てるための最も重要な基盤である家庭を見直すために、毎月第３日曜日 

  を「家庭の日」として、防府市青少年育成市民会議を中心に推進している運動。 
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２「生涯学習に関する意識調査」にみる現状と課題    
 

「生涯学習に関する意識調査」の概要  

 

「第４次防府市生涯学習推進計画（学ぼうやプラン４）」の策定を行うにあたり、防府市民の生涯

学習に関する意識と活動の現状及び学習ニーズを把握するため、意識調査を実施しました。 

なお、令和２年度の調査結果を踏まえ、令和６年度の調査結果の分析等を行いました。 

 

○ 調査対象：市内在住の１８歳以上の２，０００人を無作為抽出 

○ 調査期間：令和６年８月２６日から９月２０日まで 

○ 有効回答者数：４７７人（回収率：２３．９％） 

なお、「ｎ」は当該質問の回答者数を表しており、複数回答が可能な質問については、各項目の

割合の合計が１００％を超える場合があります。 
 
 

 

 

■ 回答者の属性（年代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

令和２年度実施の「生涯学習に関する意識調査」 

○ 調査対象：市内在住の２０歳以上の２，０００人を無作為抽出 

○ 調査期間：令和２年７月１日から７月３１日まで 

○ 有効回答者数：６７３人（回収率：３３．７％） 

 

 

 

 

 

 

7.0

9.4

12.6

11.3

18.1

15.0

14.3

15.3

16.3

17.8

21.2

19.9

10.5

11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和２年度

令和６年度

10歳代・20歳代 30歳代 40歳代

50歳代 60歳代 70歳代

80歳代以上
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（１）生涯学習への取組状況について 

 

問 あなたは、この１年間、次の分野に関する学習活動をしたことがありますか。 

 

■ 生涯学習の取組状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間の生涯学習について、何らかの生涯学習活動に取り組んだことがあると回答した人は

６０．０％で、前回の調査結果とほぼ同じ割合となっています。 

 

 

■ 生涯学習の取組状況について（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年代別の特徴をみると、１０歳代・２０歳代が６８．９％と最も高く、次に７０歳代が６５．３％

となっています。一方、５０歳代が５６．２％、８０歳代以上が５６．６％と比較的低くなっていま

す。 

 

 

 

59.6

60.0

40.4

40.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和２年度

令和６年度

何らかに取り組んだ 特にしていない

56.6

65.3

57.6

56.2

58.3

61.1

68.9

43.4

34.7

42.4

43.8

41.7

38.9

31.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80歳代以上

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

10歳代・20歳代

何らかに取り組んだ 特にしていない
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38.3

34.0

28.2

20.2

12.8

8.5

10.1

10.6

6.4

4.3

3.2

11.2

8.5

0.5

0.5

38.3

23.5

32.5

16.2

12.3

10.8

9.4

8.3

7.6

6.9

6.9

6.1

5.8

1.4

0.7

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

仕事や家事が忙しく自由時間がない

きっかけがつかめない

特に理由はない

めんどうである

参加したいと思う内容の講座や教室がない

一緒に学習や活動をする仲間がいない

学ぶ必要性を感じない

必要な情報が入手できない

こどもや親などの世話をしてくれる人がいない

身近なところに学習やスポーツ活動のできる施設や場

所がない

施設の利用時間帯が適当ではない

その他

費用がかかり過ぎる

適切な指導者がいない

家族や職場など周囲の理解が得られない

令和６年度

令和２年度

（２）学習活動に特に取り組まなかった理由 

 

問 あなたが、学習活動をしなかった理由はなんですか。 

（複数回答可能で、割合は各項目の選択者数をｎで除したもの） 

 

■ 学習活動に特に取り組まなかった理由について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習活動を特にしていない理由については、前回調査と同様に「仕事や家事が忙しく自由時間が

ない」、「きっかけがつかめない」、「特に理由はない」が上位３項目となっています。 

また、「一緒に学習や活動をする仲間がいない」との回答割合は低くなった一方で、「めんどうであ

る」、「必要な情報が入手できない」との回答が多くなっています。 

n=188 

n=277 
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■ 学習活動に特に取り組まなかった理由について（年代別） 

 
 

どの年代でも「仕事や家事が忙しく自由時間がない」、「特に理由はない」、「きっかけがつかめな

い」が比較的多く回答されており、学習活動を始める身近なきっかけの場の創出が重要と考えられ

ます。 

また、対象者のライフステージに応じた魅力ある学習機会の提供をすることで生涯学習のきっか

けづくりを図っていくことが求められています。 

16.0

30.2

30.2

26.6

14.3

14.1

7.3

12.0

4.7

14.0

15.5

14.3

17.9

17.1

32.0

20.9

14.0

18.8

16.9

15.4

9.8

8.0

11.6

9.3

9.4

10.4

12.8

7.3

4.0

4.7

7.0

3.1

9.1

7.7

7.3

4.0

4.7

6.5

7.7

4.9

8.0

4.7

2.3

3.1

10.3

9.8

4.0

2.2

7.0

9.4

6.5

3.8

2.4

8.0

9.3

4.6

1.6

2.6

2.4

2.3

3.1

2.6

1.3

4.0

1.6

5.2

1.3

2.4

7.0

2.3

3.1

6.5

2.6

7.3

1.2

1.6

7.0

3.1

3.9

5.1

22.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１０歳代

・２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

仕事や家事が忙しく自由時間がない 特に理由はない

きっかけがつかめない めんどうである

参加したいと思う内容の講座や教室などがない 一緒に学習や活動をする仲間がいない

学ぶ必要性を感じない 必要な情報が入手できない

こどもや親などの世話をしてくれる人がいない 施設の利用時間帯が適当ではない

身近なところに学習やスポーツ活動の

できる施設や場所がない

費用がかかり過ぎる

適切な指導者がいない 家族や職場など周囲の理解が得られない

その他
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55.2

43.8

28.8

27.4

22.9

22.2

18.4

16.3

15.6

10.4

9.4

6.9

4.2

2.1

51.6

36.6

26.1

25.6

19.4

23.4

17.2

13.4

10.9

14.9

9.7

4.7

3.2

1.9

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

健康・スポーツ

趣味

職業上必要な知識・技能

家庭生活に役立つ知識・技能

教養

ボランティア活動

パソコン・インターネットなどのＩＣＴ

育児・教育

社会問題

自然体験活動

語学

地域づくり

指導者養成

その他

令和６年度

令和２年度

（３）生涯学習の活動内容等について 

 

■ 生涯学習の取組状況について（活動内容別） 

（複数回答可能で、割合は各項目の選択者数をｎで除したもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 活動内容については、「健康・スポーツ」、「趣味」、「職業上必要な知識・技能」、「家庭生活に役立

つ知識・技能」が上位項目となっており、前回の調査結果と共通しています。 

 一方、前回調査と比較すると、「ボランティア活動」、「自然体験活動」の割合が低くなり、「教養」、

「パソコン・インターネットなどのＩＣＴ」の割合が高くなっています。 

 

 

 

n=401 

n=288 
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■ 生涯学習の取組状況について（活動内容別・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの年代においても「趣味」、「健康・スポーツ」の割合が比較的高くなっています。 

また、前回調査と比較して、３０歳代、４０歳代で「育児・教育」、５０歳代で「職業上必要な知

識・技能」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.8

8.6

14.0

11.0

15.1

19.5

20.0

10.6

6.2

5.6

7.6

10.1

7.1

8.9

6.2

3.7

2.8

8.5

5.0

3.6

10.0

13.3

14.8

18.7

21.2

21.6

23.7

18.9

7.1

11.1

12.1

4.2

10.8

11.8

10.0

6.2

18.5

9.3

5.9

1.4

2.4

2.2

15.0

14.8

13.1

17.8

9.4

3.0

1.2

8.0

3.7

5.6

1.8

2.2

1.1

2.2

8.8

7.4

3.7

5.9

6.5

8.3

3.3

0.9

1.2

5.6

5.9

2.9

5.3

2.2

4.4

6.2

7.5

4.2

10.1

9.5

12.2

1.8

2.0

2.6

2.9

3.0

4.4

0.9

2.6

2.6

1.4

1.7

1.2

1.2

0.8

0.6

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１０歳代

・２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

趣味
教養
社会問題
健康・スポーツ
家庭生活に役立つ知識・技能
育児・教育
職業上必要な知識・技能
語学
パソコン・インターネットなどのＩＣＴ
自然体験活動
ボランティア活動
地域づくり
指導者養成
その他
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《学習成果の活用》 

 

問 あなたは、学習活動で学んだことを今後どのように生かしたいと思われますか。 

（複数回答可能で、割合は各項目の選択者数をｎで除したもの） 

 

■ 学習成果の活用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習活動で学んだ成果をどのように活用したいと思うかについては、前回の調査と同様「自分や

家族の教養・生活の向上」、「日常生活に必要な知識を得る」、「現在の仕事や就職・転職」が上位３項

目となっており、個人に関わることが多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

67.1

47.9

27.5

13.6

13.6

13.2

3.9

6.1

63.0

40.2

25.6

12.2

11.1

15.5

3.6

9.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自分や家族の教養・生活の向上

日常生活に必要な知識を得る

現在の仕事や就職・転職

社会福祉活動

資格取得

地域づくりやまちづくり活動

その他

特にない

令和６年度

令和２年度

n=386

n=280 



第２章 防府市における生涯学習の現状と課題 

- 16 - 

■ 学習成果の活用について（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どの年代においても、「自分や家族の教養・生活の向上」、「日常生活に必要な知識を得る」が高い

割合を占めています。 

 また、５０歳代までは「現在の仕事や就職・転職」、「資格取得」が比較的高い割合となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.3

29.7

37.7

36.7

35.2

40.8

29.2

22.4

20.3

22.1

17.7

29.5

30.6

31.3

21.1

25.7

14.3

26.6

10.2

1.0

1.3

4.1

2.6

6.3

12.5

9.2

12.5

3.9

4.1

9.1

5.1

6.8

10.2

10.4

19.7

13.5

7.8

6.3

1.2

1.0

1.3

1.2

1.3

3.1

10.4

1.3

1.3

5.2

4.6

4.1

6.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１０歳代

・２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

自分や家族の教養・生活の向上 日常生活に必要な知識を得る

現在の仕事や就職・転職 地域づくりやまちづくり活動

社会福祉活動 資格取得

その他 特にない
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《生涯学習に関する情報の入手方法》 

 

問 あなたは、学習活動に関する情報をどのような方法で収集しておられますか。 

（複数回答可能で、割合は各項目の選択者数をｎで除したもの） 

 

■ 生涯学習に関する情報の入手方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前回調査より、「インターネットのホームページなど」、「ＳＮＳ(ソーシャル・ネットワーク・サー

ビス）など」の割合が高くなっており、「県・市・町の広報誌」、「新聞（折り込み広告を含む）、ミニ

コミ誌」の割合が低くなっています。 

 紙媒体よりも電子媒体で情報を入手する機会が増えていることがわかります。 

 

 

 

 

41.6

31.0

29.9

27.0

23.1

19.6

16.7

14.6

13.2

12.1

11.7

4.6

4.6

1.8

38.9

38.9

21.0

38.1

23.6

23.1

16.8

18.9

14.0

12.2

11.4

5.7

3.9

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

インターネットのホームページなど

県・市・町の広報紙

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）など

家族、友人・知人、近所の人から

テレビ・ラジオ・有線放送

新聞（折り込み広告を含む）、ミニコミ誌

チラシ・ポスターなど

自治会、町内会の回覧

公民館、図書館などの広報誌やパンフレット

職場の機関紙、掲示板、パンフレットなど

サークル、同好会、学校（ＰＴＡ活動）の会報など

民間の生涯学習情報の専門誌

県・市・町の情報コーナーや相談窓口

その他

令和６年度

令和２年度

n=401 

n=281 
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■ 生涯学習に関する情報の入手方法について（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年代別にみると、１０歳代・２０歳代、３０歳代、４０歳代では「インターネットのホームページ

など」、「ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）など」が占める割合がおよそ半数を占めて

います。６０歳代以上になると「新聞（折り込み広告を含む）、ミニコミ誌」などの紙媒体の割合が

高くなっており、対象年齢に応じた様々な情報媒体の活用が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

24.7

31.0

21.6

25.9

21.2

7.1

1.4

1.0

1.2

6.1

16.1

9.7

24.7

23.9

21.6

14.8

8.1

1.9

2.8

17.3

9.9

6.9

11.1

9.1

15.5

8.3

8.6

9.9

7.8

6.2

9.1

12.3

13.9

3.7

1.4

7.8

2.5

13.1

11.6

13.9

4.9

8.5

7.8

4.9

8.1

7.7

6.9

6.9

2.5

7.1

9.7

13.9

1.2

2.7

4.9

4.9

6.1

5.8

13.9

6.2

8.5

5.9

13.6

4.0

1.3

4.9

3.8

4.9

3.0

7.1

9.7

2.6

2.0

2.5

3.0

1.3

2.8

1.4

2.0

2.5

2.0

2.6

2.8

1.2

1.4

2.5

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１０歳代

・２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

インターネットのホームページなど
県・市・町の広報紙
ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）など
家族、友人・知人、近所の人から
テレビ・ラジオ・有線放送
新聞（折り込み広告を含む）、ミニコミ誌
チラシ・ポスターなど
自治会、町内会の回覧
公民館、図書館などの広報誌やパンフレット
職場の機関誌、掲示板、パンフレットなど
サークル、同好会、学校（ＰＴＡ活動）の会報など
民間の生涯学習情報の専門誌
県・市・町の情報コーナーや相談窓口
その他
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《学習施設の利用回数と満足度》 

 

問 あなたは、この一年間、生涯学習活動に以下の施設等をどの程度利用しましたか。 

また、施設についての利用回数と満足度について教えてください。 

 

■ 学習施設の利用回数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用回数はどの施設も前回調査とあまり変化がありません。 

1.9

2.6

17.8

15.8

31.7

27.3

48.6

54.3

図書館（R2）

図書館（R6）

0.4

1.6

3.4

5.1

38.9

35.8

57.3

57.5

地域交流センター（R2）

地域交流センター（R6）

3.0

4.8

11.8

10.3

20.0

18.8

65.2

66.1

公民館（R2）

公民館（R6）

2.7

3.0

3.6

4.1

23.8

20.2

69.9

72.7

スポーツセンター体育館（R2）

スポーツセンター体育館（R6）

0.3

0.6

1.1

26.0

25.5

73.4

73.1

青少年科学館（R2）

青少年科学館（R6）

3.5

4.8

3.1

4.2

11.5

11.7

81.9

79.3

学校施設（R2）

学校施設（R6）

8.7
11.0

5.1
7.7
4.4

7.4
81.8

73.9
勤務先（R2）
勤務先（R6）

4.4

3.4

1.4

1.4

3.7

2.9

90.5
92.3

民間のカルチャーセンター（R2）
民間のカルチャーセンター（R6）

0.4

0.6

5.8

4.8

93.8

94.6

文化財郷土資料館（R2）

文化財郷土資料館（R6）

0.6

0.8

1.7

2.0

3.1

6.5

94.6

90.7

地域協働支援センター（R2）

地域協働支援センター（R6）

0.5

0.6

0.6

1.1

1.9

2.9

97.0

95.4

放送大学・通信教育（R2）

放送大学・通信教育（R6）

週１・２回程度 月１・２回程度 年１・２回程度 利用したことがない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 防府市における生涯学習の現状と課題 

- 20 - 

22.5

24.7

57.2

63.2

6.3

5.8

3.3

2.9

10.7

3.4

図書館（R2）

図書館（R6）

19.9

20.9

57.4

63.9

7.9

9.5

1.4

1.9

13.4

3.8

地域交流センター（R2）

地域交流センター（R6）

21.5
21.1

51.1
65.6

10.8
9.4

3.2

13.4
3.9

公民館（R2）
公民館（R6）

■ 学習施設の満足度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  満足度はどの施設においても増加しています。 

 

 

 

 

 

30.8
25.8

51.5
61.8

9.2
9.3

1.5

7.0

3.1

青少年科学館（R2）
青少年科学館（R6）

13.6

18.9

61.4

58.1

6.8

13.5

1.1

4.1

17.1

5.4

学校施設（R2）

学校施設（R6）

26.6

22.7

46.8

55.7

10.1

12.5

3.8

12.7

9.1

勤務先（R2）

勤務先（R6）

21.7

22.2

56.5

63.0

13.0

7.4

2.2

6.6

7.4

民間のカルチャーセンター（R2）

民間のカルチャーセンター（R6）

10.0
10.6

50.0
68.4

23.3
10.5

10.0 6.7
10.5

文化財郷土資料館（R2）
文化財郷土資料館（R6）

23.1
30.3

50.0
57.6

11.5
9.1

3.8

11.6

3.0

地域協働支援センター（R2）
地域協働支援センター（R6）

14.3
12.5

50.0
81.2

28.6
6.3
7.1放送大学・通信教育（R2）

放送大学・通信教育（R6）

満足 まあ満足 やや不満 不満 どちらともいえない

24.8
21.0

56.4
65.0

6.0
7.0

1.3

3.0

11.5
4.0

スポーツセンター体育館（R2）
スポーツセンター体育館（R6）
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51.1

43.1

37.1

36.5

27.3

26.8

22.3

21.2

19.7

14.8

13.9

12.4

11.2

9.7

8.4

6.4

5.6

3.6

2.8

47.0

35.1

39.1

33.1

21.2

26.2

20.1

18.4

17.8

12.9

12.8

15.2

7.6

5.5

6.5

5.1

7.0

3.1

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

健康の維持・増進

環境問題・自然保護

高齢者の生きがい活動

子育て支援や家庭教育の向上

学校教育やこどもの教育

地域の活性化やまちづくり

パソコン・インターネット

若者や中高年、高齢者、女性の就職対策や職業能力向上

犯罪対策や安全・安心のまちづくり、消費者問題

地域の教育力の向上

スポーツ活動の振興

文化・芸術の振興や伝統文化の継承

観光の振興

人権問題

政治や経済

ＮＰＯやボランティア活動の促進

国際交流や国際問題

男女共同参画

その他

令和６年度

令和２年度

n=466

（４）学習課題の重要度 

 

問 あなたは、今後、人々が学習活動を進めていくにあたって、どのような分野の学習課題が 

大切と思いますか。 

（複数回答可能で、割合は各項目の選択者数をｎで除したもの） 

 

■ 学習課題の重要度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学習課題の重要度については、「健康の維持・増進」、「環境問題・自然保護」、「高齢者の生きがい

活動」、「子育て支援や家庭教育の向上」などが前回の調査結果と同様に上位となっています。 

 また、今回の調査では、「学校教育や子どもの教育」と回答した人の割合が高くなっており、こど

もの教育への関心が高まっていることがうかがえます。 

n=673 
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9.1

14.2

11.4

13.9

13.4

16.7

15.0

10.3

7.7

9.9

11.4

13.4

12.3

14.4

1.1

1.6

6.5

7.7

13.4

16.7

16.0

13.7

19.1

11.8

9.2

6.2

6.7

6.4

11.4

15.8

10.3

5.1

3.7

5.0

4.3

4.6

4.9

4.6

7.7

10.6

7.3

8.6

6.9

6.0

7.6

8.1

5.6

4.1

3.7

7.4

6.0

8.0

7.0

5.0

3.6

3.7

5.7

4.9

5.3

4.0

5.0

5.3

7.5

6.3

6.6

4.9

3.3

4.7

1.5

2.1

4.0

4.9

6.1

2.2

1.9

4.1

3.7

1.1

1.1

2.3

3.7

4.7

4.7

3.7

1.7

0.6

2.3

3.7

4.7

3.8

2.1

3.4

2.2

1.9

3.3

2.5

2.3

2.8

6.9

2.2

1.5

1.4

1.9

1.5

2.1

1.1

1.5

2.9

1.9

2.3

1.1

2.4

0.6

1.9

2.6

0.6

1.5

1.1

2.9

1.6

1.1

1.0

0.2

0.3

0.6

1.1

1.8

0.6

0.3

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１０歳代

・２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

健康の維持・増進 環境問題・自然保護

高齢者の生きがい活動 子育て支援や家庭教育の向上

学校教育やこどもの教育 地域の活性化やまちづくり

パソコン・インターネット 若者や中高年、高齢者、女性の就職対策や職業能力向上

犯罪対策や安全・安心のまちづくり、消費者問題 地域の教育力の向上

スポーツ活動の振興 文化・芸術の振興や伝統文化の継承

観光の振興 人権問題

政治や経済 ＮＰＯやボランティア活動の促進

国際交流や国際問題 男女共同参画

その他

■ 学習課題の重要度について（年代別） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別に見ると、１０歳代・２０歳代から４０歳代で「子育て支援や家庭教育の向上」、「学校教育

やこどもの教育」、５０歳代以上で「健康の維持・増進」、「高齢者の生きがい活動」の割合が高くな

っています。 

学習課題の重要度がライフステージに応じて異なることがうかがえます。 
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（５）公民館等への期待 

 

問 あなたは、公民館等が、どんな目的をもった施設であることを期待しますか。 

（複数回答可能で、割合は各項目の選択者数をｎで除したもの） 

 

■ 公民館等への期待について 

 
 

 

 公民館への期待については、「地域住民の文化・教養の向上」、「高齢者が気楽に集える場所」、「地域住

民が利用したい時に利用できる貸館」の割合が高くなっています。 

 また、前回調査より、「地域のコミュニティ活動、ボランティア活動などを支援するための施設」、「地

域の子育て支援のための拠点施設」と回答した人の割合が増えています。 

 

 

 

43.4

40.7

33.5

34.2

27.3

18.4

14.0

14.0

1.7

5.2

43.5

42.9

27.6

27.0

25.6

23.9

17.7

11.9

1.6

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地域住民の文化・教養の向上

高齢者が気楽に集える場所

地域住民が利用したい時に利用できる貸館

地域のコミュニティ活動、ボランティア活動などの支援

地域の子育て支援のための拠点

学習活動をするための情報提供や相談、アドバイス

青少年が気楽に集える場所

地域の課題を解決するための学習

その他

わからない

令和６年度

令和２年度

n=673

n=477 
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■ 公民館等への期待について（年代別） 

 
 

 年代別で比較すると、どの年代でも「地域住民の文化・教養の向上」の割合が比較的高くなってい

ます。 

 ３０歳代、４０歳代では、「地域の子育て支援のための拠点」の回答が多く、６０歳代以上では、

「高齢者が気楽に集える場所」の回答が多くなっています。 

 青少年、子育て世代、高齢者等のニーズに応じた的確な学習サービスの提供が求められます。 

 

 

 年代別で比較すると、どの年代でも「地域住民の文化・教養の向上」の割合が比較的高くなってい

ます。 

 ３０歳代、４０歳代では、「地域の子育て支援のための拠点」の回答が多く、６０歳代以上では、

「高齢者が気楽に集える場所」の回答が多くなっています。 

 青少年、子育て世代、高齢者等のニーズに応じた的確な学習サービスの提供が求められます。 
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６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

地域住民の文化・教養の向上

高齢者が気楽に集える場所

地域住民が利用したい時に利用できる貸館

地域のコミュニティ活動、ボランティア活動などの支援

地域の子育て支援のための拠点

学習活動をするための情報提供や相談、アドバイス

青少年が気楽に集える場所

地域の課題を解決するための学習

その他

わからない
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念                              

 

 

 

 

 

 

人生１００年時代を心豊かに健康に過ごせるよう、市民の誰もが、いつでも、どこでも、

生涯にわたり主体的に学び続けることができるとともに、習得した知識や技能を生かしてい

きいきと活躍し、豊かな学習活動を通じて得られた人や地域とのつながりを地域づくりやま

ちづくりに生かすことができる「学び」と「活動」の循環の仕組みの構築を目指します。 

 

 

２ 基本目標                              
 

 この計画では、基本理念の実現のために次の３つの基本目標を設定します。 

 

 

 

 

全ての市民が、いつでも、どこでも、学べ、豊かな人生を送ることができるよう、多様な学

習機会の提供や生涯学習関連施設の整備・充実など、市民の主体的な学習活動を支援するた

めの総合的な学習環境づくりを目指します。 

 

 

 

 

市民一人ひとりの個性や能力を伸ばし、それぞれがいきいきと活躍できるよう、学習成果

を生かせる機会の充実を図り、さまざまな知識や技能を持つ人材が活躍できる体制づくりを

目指します。 

 

 

 

 

学習成果を、自らの生活に生かすとともに、お互いに教え学び合うことで人と人がつなが

りを深め、地域課題の解決に向けて地域全体で取り組む、持続可能な活力のある地域づくり

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ いつでもどこでも誰でも学べる環境づくり 

基本目標２ ひとりひとりがきらめく人づくり 

基本目標３ 学びを通じてつながる地域づくり 

豊かな学びで人とつながり地域とつながる 生涯学習都市 防府 
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３ 施策の体系                           
 

基本理念 基本目標 施策 

豊
か
な
学
び
で
人
と
つ
な
が
り
地
域
と
つ
な
が
る 

生
涯
学
習
都
市 

防
府 

基本目標１ 

いつでもどこでも誰でも学べる 

環境づくり 

１ 生涯学習意識の醸成 

２ 多様な学習機会の提供 

３ 生涯学習関連施設の整備・充実 

４ 学習相談体制の充実 

５ 産学公民の教育ネットワークの強化 

基本目標２ 

ひとりひとりがきらめく人づくり 

１ 生涯学習を支える人材の育成 

２ 学習成果を生かす機会の充実 

３ 主体的な市民活動への支援 

基本目標３ 

学びを通じてつながる地域づくり 

１ 地域活動の拠点づくり 

２ 地域の協働を進めるための 

  仕組みづくり 
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施策の展開 施策の内容 

１ 生涯学習情報発信の充実 ①総合的生涯学習情報の収集・提供 

１ ライフステージに応じた学習機会の充実 

①乳幼児期における学習機会の提供 

②青少年期における学習機会の提供 

③成人期・高齢期における学習機会の提供 

２ 現代的課題に対応する学習機会の充実 

①多様なニーズに対応した学習機会の提供 

②地域を学ぶ機会の提供  

③キャリア教育の機会の充実 

④人権学習の推進 

⑤文化・芸術に触れる機会の充実 

⑥生涯スポーツの推進 

１ 公民館の充実 ①公民館の整備・充実 

２ 図書館・科学館の充実 
①図書館の充実 

②青少年科学館の整備・充実 

３ 生涯学習関連施設の有効活用 ①生涯学習関連施設の充実 

１ 生涯学習に関するあらゆる相談への対応 
①生涯学習相談コーナーの充実 

②生涯学習関連施設職員の資質向上 

１ 多様な人々・機関の参加による 

  教育ネットワークづくりの推進 

①市民活動支援センターや社会福祉協議会等との連携強化 

②大学、企業等との連携強化  

１ 生涯学習を支える人材育成の推進 
①ボランティア育成機会の充実 

②生涯学習指導者の育成機会の充実 

１ 学習成果を活用する機会の充実 
①各種ボランティア活動の支援 

②ほうふ幸せます人材バンクの整備・活用 

２ 学習成果を発表する機会の充実 ①学習成果発表の機会づくり 

１ 市民活動団体への活動支援 ①社会教育関係団体の運営支援及び学習サークル等の活動支援 

１ 公民館・学校を中心とした拠点づくり 
①地域コミュニティ活動の支援  

②公民館・学校の連携による学校支援活動の推進 

１ 家庭教育力の向上 
①地域ぐるみの家庭教育支援の推進 

②子育て支援体制の整備・充実 

２ 学校・家庭・地域の協働の推進 ①学校・家庭・地域が協働した教育支援活動の推進 
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第４章 施策の方向                   
 

 

 

１ 基本目標１ いつでもどこでも誰でも学べる環境づくり                        
 

施策１ 生涯学習意識の醸成 
 

生涯学習に関する情報は、デジタル技術の進展により発信方法、入手方法が多様化してお

り、学習者のニーズに合った情報提供が必要とされています。市民の生涯学習意識を高める

ため、必要とされる情報を適切に提供する仕組みの充実を図るとともに、生涯学習のきっか

けづくりを行うなど、生涯学習情報の発信に体系的に取り組みます。 

 

施策の展開１ 生涯学習情報発信の充実 

 

① 総合的生涯学習情報の収集・提供 

市職員等が講師となる市民向けの講座情報を集約した「聞いて得するふるさと講座（出前

講座）」の管理・充実に取り組みます。 

また、各年代に対応した様々な情報媒体の活用、市民に分かりやすい情報提供を行い、生

涯学習意識の醸成に努めます。 

さらに、学ぼうやセミナーや生涯学習フェスティバルの開催、『ほうふ幸せます人材バンク

「指導者バンク」』の講師の紹介など、生涯学習のきっかけづくりに努めます。 

 

【主な取組】 

◆ 生涯学習関係機関との連携による学習情報の収集 

◆ 「聞いて得するふるさと講座（出前講座）」の充実・周知 

◆ 生涯学習のきっかけづくり 

◆ 市広報やホームページ等のさまざまなメディアを活用した学習情報の提供 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「聞いて得するふるさと講座」の       『ほうふ幸せます人材バンク 

メニュー表（表紙）            「指導者バンク」』のメニュー表（表紙） 

【保健】    【教育】  【ジェンダー】   【不平等】 

詳細 

(二次元コード) 

詳細 

(二次元コード) 
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施策２ 多様な学習機会の提供 
 

人生１００年時代や超スマート社会（Society 5.0）※１の到来を見据え、学習によって得ら

れた知識や技能、参加者同士のつながりを地域づくりやまちづくりに生かすという視点を踏

まえ、ライフステージや多様な現代的課題に対応した学習機会の充実を図ります。 

 

施策の展開１ ライフステージに応じた学習機会の充実 

 

① 乳幼児期における学習機会の提供 

 乳幼児の保護者が交流する場の提供や子育てに関する講習会の充実を図るとともに、子育

て世代が参加しやすい学習機会の提供に努めます。また、世代間交流による地域の子育て支

援機能の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

 ◆ 子育て支援センターや子育てサークル、子育て広場※２等の親子で参加できる遊びや 

交流の機会の提供 

 ◆ 子育て世代が必要とする出産や育児に関する学習機会の提供 

 ◆ 家庭教育学級等の地域住民や保護者を対象とした子育て講演会の開催 

 

② 青少年期における学習機会の提供 

こどもが個性豊かにたくましく生き抜く力を伸ばしていくことができるよう、ボランティ

ア活動や地域・企業等との連携・協働による体験活動、世代間交流活動の機会、文化・伝統に

触れる機会、多文化共生社会に向けて国際的な感覚を身に付ける機会等の提供に努めます。 

また、命の起源や家族の育児の様子などについて知る機会を設け、自分を大切にし、他人

を思いやる豊かな心を育む取組を推進します。 

さらに、学びと体験を通じて本市の次世代のリーダーを育成する「ほうふみらい塾※３」の

充実に努めます。 

 

【主な取組】 

◆ 学校・地域・企業等との連携・協働による体験・交流活動の推進 

◆ 放課後子ども教室等の地域における世代間交流活動の機会の提供 

◆ 音楽・演劇等の学校公演による優れた舞台芸術に触れる機会の提供 

◆ 国際性豊かな人づくりを目的とした事業等の充実 

◆ いのちの学習事業の充実 

◆ 思春期子育て講座の開催 

◆ ほうふみらい塾の充実 

 

 

 

                                            
１ 超スマート社会（Society 5.0）：必要なもの・サービスを、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニ

ーズにきめ細やかに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といった

様々な制約を乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会。 

２ 子育て広場：乳幼児とその保護者が気軽に集まって、交流できる場。 

３ ほうふみらい塾：次世代の防府市のリーダー養成のために、防府市教育委員会が市内の児童生徒を募って実 

  施する土曜日の教育活動。防府市の人材や企業・文化財等の豊かな社会資源を活かして体験的な講座を開設

している。 



第４章 施策の方向 

- 30 - 

③成人期・高齢期における学習機会の提供 

就労世代が参加しやすい学習環境づくりと職業上必要な知識や技能の習得などに対応した

学習メニューの提供に努めます。 

また、誰もが気軽にスポーツを楽しむことのできる生涯スポーツの推進を図るとともに、

高齢化が進む中で、高齢者が生きがいをもって学習することができる機会の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

◆ 市民教養講座等における就労者のニーズに応じた学習機会の提供 

◆ 健康教室等の健康づくりに関する学習機会の提供 

◆ ほうふスポーツフェスタ等の生涯にわたりスポーツに親しむ機会の提供 

◆ 高齢者教室等の高齢者の生きがいづくりにつながる学習機会の提供 

 

 

施策の展開２ 現代的課題に対応する学習機会の充実 

 

① 多様なニーズに対応した学習機会の提供 

社会が大きく変化する中で、より多様で複雑化する課題と向き合いながら、市民一人ひと

りが心豊かな生活を送ることができるよう、防災や防犯、福祉、異文化理解など、現代的課

題に対応した学習機会の充実を図るとともに、障害のある人に配慮した学習の場の提供に努

めます。 

また、生涯を通じて知識と時代の変化に応じたスキルを獲得できるリカレント教育※１の推

進に努めます。 

 

【主な取組】 

◆ 防災出前講座等の安全・安心な暮らしにつながる知識や技術を得るための学習機会の 

提供 

 ◆ 地域福祉推進セミナー等の社会福祉協議会との連携による地域福祉教育の推進 

 ◆ 国際交流フォーラム、国際交流フェスティバル等の異文化を理解する機会の提供 

 ◆ 高齢者等を対象にしたスマホ教室等の開催 

 ◆ 手話通訳者や要約筆記を交えたセミナーの開催 

 ◆ リカレント教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
１ リカレント教育：社会人になってからも学校などの教育機関に戻り、学習し、また社会に出ていくことを生涯 

  続けることができる教育システムのこと。「学び直し」と表現されることもある。 
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② 地域を学ぶ機会の提供 

ふるさとへの誇りや愛着を深めるため、公民館学級や放課後子ども教室の開催など、地域

の自然や文化、歴史、伝統芸能を学習する機会の充実を図ります。 

また、本市のまちづくりに関する知識を深めるための講座として、市職員等による「聞い

て得するふるさと講座（出前講座）」のメニューの充実を図ります。 

 

【主な取組】 

 ◆ 公民館学級等の公民館におけるふるさとを学ぶ機会の提供 

 ◆ 環境学習講座等の身近な地域の環境に関する学習機会の提供 

 ◆ 放課後子ども教室等における地域学習の機会の充実 

 ◆ 小・中学校における「防府歴史・文化財読本」の活用促進 

 ◆ 「聞いて得するふるさと講座（出前講座）」のメニューの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ キャリア教育※１の機会の充実 

 学校では、児童生徒一人ひとりが自らの生き方について考え、夢や志を育むよう、教育活

動全体を通じて、発達段階に応じて系統的・計画的なキャリア教育を推進します。 

 また、将来、直面するであろうさまざまな課題に柔軟に対応し、未来社会を見据え、たく

ましく生き抜く人材を育成するため、学校と家庭、地域、産業界等の連携体制を強化し、体

験活動等の一層の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

◆ 小・中学校におけるキャリア教育の計画的な取組の推進 

 ◆ 地域との連携による身近な職場体験学習の機会の提供 

 ◆ 商工会議所、職場体験学習受入企業等との連携協力体制の構築 

 ◆ 地域・学校・企業等の協働によるさまざまな体験活動の推進 

 ◆ 市役所での職場体験学習の機会の提供  

 

 

 

                                            
１キャリア教育：一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、 

 キャリア発達を促す教育。 

放課後子ども教室 
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④ 人権学習の推進 

防府市人権学習推進市民会議※１を中心として、基本的人権尊重の視点に立った人権学習を

推進するため、さまざまな学習機会を提供します。 

また、地域社会の実情や課題、市民の学習ニーズを踏まえた学習内容等の充実に努め、市

民一人ひとりの人権が尊重される地域づくりに向けた市民の自主的な学習を支援します。 

 

【主な取組】 

 ◆ 人権学習市民セミナーの開催等の市民ぐるみでの積極的な人権学習の推進 

 ◆ 人権学習推進委員研修会等の開催による人権学習推進体制の充実 

 ◆ 人権学習指導員の派遣や人権学習教材の貸出等の人権学習への支援 

 

⑤ 文化・芸術に触れる機会の充実 

市民の文化意識を高めるため、公益財団法人防府市文化振興財団や防府市文化協会と連携

して、質の高い芸術や芸能等に触れる機会を提供し、市民一人ひとりが文化を育み、文化を

創り出すことのできる環境づくりを推進します。 

また、市民や団体、企業、学校等のさまざまな関係機関と連携・協働し、文化・芸術団体の

支援・育成や文化的資産の継承・発展に努め、活発な文化活動の推進を図ります。 

 

【主な取組】 

◆ 市民文化祭や障害者ふれあい芸術展等、文化・芸術に親しみ、参加・活動できる機会

の提供 

◆ 文化・芸術団体の活動支援と各団体間の連携・交流の促進 

◆ 山口県青少年劇場の開催等、伝統文化についての学習や継承の推進 

◆ 企業等との連携・協働による文化・芸術活動の支援 

 

⑥ 生涯スポーツの推進 

明るく健康な生活への意識が高まる中、市民のだれもが年齢や体力、関心、適性などに応

じて、いつでもどこでも気軽にスポーツに親しみ、健康や体力の保持増進や精神的充足感を

得られるよう、「する」「みる」「ささえる」とさまざまな形でスポーツに関わる機会の提供に

努めます。 

 

【主な取組】 

◆ ほうふスポーツフェスタ等の生涯にわたりスポーツに親しむ機会の提供（再掲） 

◆ トップアスリートを誘致したスポーツイベントの開催 

◆ 高齢者や障害のある人がスポーツをする機会の拡大 

◆ 防府読売マラソン大会等でのボランティア体験機会の提供等、スポーツボランティア

に関する情報の提供 

◆ 公民館等、各地域におけるスポーツ活動の支援 

 

 

 

 

 

 
 

１ 防府市人権学習推進市民会議：すべての市民が人間尊重社会の実現を目指して、自由と平等、人権尊重の理

念について主体的に学び、人権意識の高揚をはかるための活動を行っている市民会議。 



第４章 施策の方向 

- 33 - 

 

施策３ 生涯学習関連施設の整備・充実 
 

生涯学習関連施設の整備に努めるとともに、施設の利便性の向上や効率的な運営を目指し

ます。 

公民館・図書館・科学館等については、市民の学習活動を総合的に支援する地域の拠点施

設として、学習ニーズの多様化に応じた機能の充実に努めます。 

特に、公民館は、学習活動の拠点としての役割に加え、住民主体の地域づくりに向けた取

組などの役割が期待されることから、デジタル技術の活用や、計画的な整備により一層の有

効活用を図ります。 

 

施策の展開１ 公民館の充実 

 

①  公民館の整備・充実 

安全・安心な地域の拠点施設として、公民館の計画的な整備・改修と適正な維持管理を図

るとともに、地域住民の学習ニーズに総合的に応える施設として、地域課題に対応した学習

機会の提供や地域情報の収集、学習情報の提供に努めます。 

また、デジタル技術の活用による行政相談や各種手続、地域情報の発信、地域活動の支援

を行います。 

まちなか生涯学習・交流拠点として整備したルルサス文化センターにおいては、市民教養

講座等の内容を充実するとともに、図書館や地域交流センター（アスピラート）等と連携し

ながら、文化を通した相乗的なにぎわい創出を図ります。 

 また、防府市役所本館８階に整備した防府市文化センターの有効活用を図ります。 

 

【主な取組】 

◆ 公民館だより等による学習情報発信の充実 

 ◆ 中関、大道、華浦公民館の建替え等、公民館の計画的な整備・改修と適正な維持管理 

 ◆ 講座やサークル活動等、自治会や関係団体等との連携・協働による多様な学習の場の 

   提供 

◆ デジタル技術の活用による行政相談や地域情報の発信、地域活動の支援 

◆ 文化センター※１での市民教養講座等の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 文化センター：防府市文化センター及びルルサス文化センターを合わせた総称。 

 

タブレット端末の活用           ルルサス防府 
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施策の展開２ 図書館・科学館の充実 

 

① 図書館の充実 

 「防府市立防府図書館資料収集要綱」に基づき、本市の特色を生かした資料の収集や、利

用者ニーズに対応した幅広い資料の充実・整備を図ります。 

 また、多様な利用者ニーズに的確に対応するため、サービスの質的向上を図るとともに、

交通手段をもたない人等のための移動図書館車※１、電子図書館※２を含む市内全域サービスや

Ｗｅｂサービス※３のさらなる充実に努めます。 

 さらに、市民との協働を推進し、図書館ボランティアの養成・育成を図り、学校図書館を

はじめ他の図書館や教育文化施設・機関等との相互協力・連携を推進します。 

 

【主な取組】 

 ◆ 図書・視聴覚資料や雑誌・新聞等、図書館資料の質・量両面の充実 

 ◆ レファレンス・サービス※４等の利用者サービスの充実 

 ◆ 防府市図書館協議会の設置等、図書館事業への市民参画の促進と活用 

 ◆ 学校図書館等の教育文化施設との連携の促進 

 ◆ 企画展示や集会・文化活動及びホームページ等による広報活動の推進 

 ◆ こども読書活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
１ 移動図書館車：図書館を直接利用しにくい利用者のため、資料を積んで定められた場所（ステーション）に行 

  き、貸出し・返却業務等を行うための車両。 

２ 電子図書館：書籍などの電子化された出版物や資料を、インターネットなどのネットワークを介した利用を

提供するシステム。利用者が図書館へ出向くことなく、コンピューターなどを通じて必要な出版物や資料を

検索し、利用できる図書館。 

３ Ｗｅｂサービス：利用者が自宅や勤務先から、インターネットを経由して図書館のホームページで資料検索 

  や予約等ができるサービス。 

４ レファレンス・サービス：知識や情報を求めてくる利用者に対して、図書館員が図書館の資料と機能を活用 

し、必要としている知識・情報の検索方法を教えたり、回答を提供したりするサービス。 

防府図書館         移動図書館車（わっしょい文庫） 



第４章 施策の方向 

- 35 - 

 ② 青少年科学館の整備・充実 

防府市青少年科学館（ソラール）は、本市の科学教育普及活動の拠点施設として、さまざ

まな科学教室の開催、小・中学校への理科教育支援、企画展の開催、市内企業等と連携した

技術展示、少年少女発明クラブ※１の活動推進などを行い、創造性豊かな青少年の育成と市民

の科学技術に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、さらなる誘客の拡大に努めます。 

 

 

【主な取組】 

 ◆ 幅広い分野での充実した工作教室や科学教室等の開催 

 ◆ 魅力ある企画展の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
１ 少年少女発明クラブ：少年少女に科学的な興味・関心を追及する場を提供し、自由な環境の中で創作活動を行 

  い、作品を完成する喜びを体験させ、創造性豊かな人間形成を図ることを目的とするクラブ。 

青少年科学館（ソラール） 
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 施策の展開 3 生涯学習関連施設の有効活用 

 

①  生涯学習関連施設の充実 

 生涯学習は、人々が生涯に行うあらゆる学習であり、その内容は多岐にわたり、様々な場

や機会において行う学習であるとされています。 

 防府市においては、公民館・図書館・科学館以外にも防府市文化財郷土資料館、防府市公

会堂、防府市地域交流センター（アスピラート）、防府市スポーツセンター、防府市地域協

働支援センター、防府市福祉センター等のさまざまな生涯学習関連施設があります。それぞ

れの施設の特徴を生かした学習機会の提供、身近な生涯学習の場として活用を図るために各

施設の適正な維持管理に努めます。 

 

【主な取組】 

◆ 防府市公会堂、防府市地域交流センター（アスピラート）の整備充実と活用の促進 

◆ 防府市スポーツセンター等を活用したスポーツ教室等のイベント開催 

◆ 小・中学校体育施設等の地域開放による地域クラブ活動等の推進 

◆ 防府市地域協働支援センターを活用した学生等若い世代との協働の推進 

◆ 防府市福祉センター等を活用した教養講座の開催 

◆ 防府地域職業訓練センター等における各種職業訓練や講座の実施 

◆ 防府市英雲荘や三田尻塩田記念産業公園、山頭火ふるさと館、防府市文化財郷土資料 

館等を活用した、防府の歴史や文化を学ぶ機会の提供 
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施策４ 学習相談体制の充実 
 

高度化・多様化する学習ニーズに対応するため、生涯学習専門員※１による生涯学習相談 

コーナーのより一層の充実に努めます。 

また、生涯学習関連施設において、市民の学習ニーズに応えるために、専門的職員を適正

に配置し、相談体制の充実を図ります。 

 

施策の展開１ 生涯学習に関するあらゆる相談への対応 

 

① 生涯学習相談コーナーの充実 

学習情報に関する資料の充実を図るとともに、生涯学習専門員が迅速かつ的確な情報提供

を行い、市民からの相談にきめ細かく対応できるよう、相談能力の向上を図ります。 

 

【主な取組】 

 ◆ 生涯学習に関する資料の充実 

◆ 生涯学習専門員の相談対応能力向上のための研修の実施 

 

② 生涯学習関連施設職員の資質向上 

市民の学習環境の充実を図るため、生涯学習関連施設である公民館、三哲文庫防府市立防

府図書館、防府市青少年科学館（ソラール）等への専門的職員の適正な配置に努めます。 

また、職員の専門性やコミュニケーション能力を高めるなど、スキルアップに向けた研修

の充実を図り、相談機能の強化に努めます。 

 

【主な取組】 

 ◆ 社会教育に関わる専門的職員（社会教育主事・公民館主事※２・社会教育指導員※３・

学芸員※４・司書※５）の適正な配置 

 ◆ 生涯学習関連施設における学習相談体制の充実 

◆ 専門的職員への研修機会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
１ 生涯学習専門員：防府市独自の制度で、生涯学習に関する情報の収集・提供や、学習相談、「ほうふ幸せます 

  人材バンク」のコーディネート等を行う専門職員。 

２ 公民館主事：公民館に配置され、社会教育の機会の企画・提供及び地域住民との連携の中で、社会教育の質を 

  高めていく専門的職員。 

３ 社会教育指導員：社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等にあた 

  る非常勤職員。教育全般に関して豊かな識見を持ち、社会教育に関する指導技術を有する者から、教育委員 

会が委嘱する。 
４ 学芸員：博物館等で、資料の収集・保管・調査研究・展示等に携わる専門的職員。 

５ 司書：図書館で、図書の収集・整理・保存・提供等を行う専門的職員。 
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施策５ 産学公民の教育ネットワークの強化 
 

市民が多様な生活課題に応じて必要な学習を行い、それぞれの個性、能力を伸ばし、生き

がいのある充実した生活を享受するため、行政、市民、民間団体、企業、大学等が一体とな

り、より効果的な生涯学習施策を推進します。 

 

施策の展開１ 多様な人々・機関の参加による教育ネットワークづくりの推進 

 

① 市民活動支援センターや社会福祉協議会等との連携強化 

市民活動支援センターや社会福祉協議会等との連携を強化し、さまざまな分野における市

民活動団体の情報発信等に努め、市民活動の活性化を図ります。 

また、市民活動団体が地域の課題解決に取り組めるよう人材の育成や市民活動団体相互の

ネットワーク構築を支援します。 

 

【主な取組】 

 ◆ ボランティア協働情報紙「まなぼら」の充実 

 ◆ 市民活動団体相互のネットワークの構築 

 

② 大学、企業等との連携強化 

各種講座やサテライトカレッジなど、専門性を生かした学習機会の創出や、「家庭の日」親

子ふれあいイベントなど、協働によるイベントの企画・実施をはじめ、大学、企業等と地域

が連携した取組を推進します。 

また、「聞いて得するふるさと講座（出前講座）」や『ほうふ幸せます人材バンク「指導者バ

ンク」』の企業等のメニューの増加を図るなど、企業等における生涯学習活動やボランティア

活動の促進に努めます。 

 

【主な取組】 

 ◆ 大学の専門性を生かした学習機会の充実 

 ◆ 大学との協働によるイベント開催の推進 

 ◆ 放課後子ども教室等への学生の参加の促進 

 ◆ 共同研究事業の実施等、地域・大学・企業等がつながる仕組みづくりの支援 

 ◆ 企業等による出前講座や『ほうふ幸せます人材バンク「指導者バンク」』のメニュ 

   ーの充実及び活用の促進 

 ◆ 「聞いて得するふるさと講座（出前講座）」の充実・周知（再掲） 
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２ 基本目標２ ひとりひとりがきらめく人づくり             

施策１ 生涯学習を支える人材の育成 
 

本市では、市民一人ひとりの生涯学習を支えるため、生涯学習ボランティアや学校支援ボ

ランティアなどのさまざまな人材の活用が図られています。 

ボランティア活動は、活動そのものが自己を高める生涯学習であるとともに、学習の成果

を社会に生かす場であり、人々の生涯学習を支える場でもあることから、持続的な生涯学習

社会を築く上で欠かせないものとなっています。 

また、ボランティア活動を含め、生涯学習を継続し、より深めていくためには、中心とな

って学習を進めていく生涯学習指導者の存在が不可欠です。  

生涯学習を支えるボランティアの育成とともに、コーディネーター※１やリーダーなど、活

動の核となる人材の育成を図ります。 

 

施策の展開１ 生涯学習を支える人材育成の推進 

 

① ボランティア育成機会の充実 

教育や福祉、スポーツ、環境などの各分野の知識や技術を習得するための講座や研修を継

続して開催し、ボランティアの育成機会の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

 ◆ 生涯学習ボランティア養成講座の充実 

 ◆ 防府読売マラソン大会等でのボランティア体験機会の提供等、スポーツボランティア 

   に関する情報の提供（再掲） 

 ◆ 森林ボランティア等の環境ボランティア活動の促進 

 ◆ 手話や点訳奉仕員、要約筆記者等、障害のある人の社会参加を支援するボランティア 

   の育成 

 

② 生涯学習指導者の育成機会の充実 

生涯学習を進める上で、活動の核となるコーディネーターやリーダーなどの役割が重要と

なることから、生涯学習指導者の指導力を高める研修の場を継続して提供し、育成機会の充

実を図ります。 

また、生涯学習指導者、生涯学習ボランティア等の情報交換や交流の場の設定により、人

材育成の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

 ◆ 『ほうふ幸せます人材バンク「指導者バンク」』登録者の研修の充実 

 ◆ スポーツ推進委員※２等の指導者の研修の充実 

 ◆ 県主催の「地域協育ネット」コーディネーター養成講座の積極的な活用 

 

 

１ コーディネーター：一般的には調整する人のことを表すが、ここでは生涯学習の活動やボランティア活動を

行う上で、支援を求める側と提供する側の個人や団体との間に必要な仲介・調整の役割を担う人。 

２ スポーツ推進委員：行政と協力し合ってスポーツ推進のための事業の企画・運営および地域住民のスポー

ツ・健康づくりに関する推進を図る地域におけるスポーツの指導助言者。 

【教育】     【実施手段】 
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施策２ 学習成果を生かす機会の充実 
 

学習により得られた知識や技術をボランティア活動などを通じて社会に還元することは、

周囲に利益をもたらすだけでなく、学習者自身にとって、社会の中でいきいきと活躍する場

を得ることでもあり、その結果として更なる学習意欲につながります。 

「ほうふ幸せます人材バンク」の充実を図るなど、さまざまな知識や技術を持つ人材が学

習成果を生かし、活躍できる体制づくりに努めます。 

 

施策の展開１ 学習成果を活用する機会の充実 

 

① 各種ボランティア活動の支援 

市民活動支援センターや社会福祉協議会等と連携し、さまざまな場において活躍している

ボランティアのネットワーク化やコーディネート機能の充実などにより、ボランティア活動

を支援し活性化を図ります。 

また、生涯学習フェスティバルや図書館まつり、放課後子ども教室など、市の行事等にお

いて、各種ボランティアが活躍できる場づくりを進めます。 

 

【主な取組】 

 ◆ 市民活動支援センターとの連携によるボランティア活動の支援 

◆ 社会福祉協議会との連携によるボランティア活動の支援 

 ◆ 市の行事等におけるボランティア活動の機会の提供 

 ◆ 三世代交流事業等、高齢者がいきいきと活動できるボランティアの場の提供 

 

② ほうふ幸せます人材バンクの整備・活用 

専門的な知識や技能のある個人・団体等を登録し、ボランティア講師として派遣を行う『ほ

うふ幸せます人材バンク「指導者バンク」』と学習支援などの学校支援を行うボランティアの

登録・派遣制度である『ほうふ幸せます人材バンク「支援者バンク」』を充実させるため、各

種ボランティア団体との連携に努め、学校の授業や地域の講座等での積極的な活用を行いま

す。 

 

【主な取組】 

 ◆ 『ほうふ幸せます人材バンク「指導者バンク」』の周知及び登録者による公開講座

（学ぼうやセミナー）の開催 

 ◆ 『ほうふ幸せます人材バンク「支援者バンク」』の周知及び活用の促進 
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施策の展開２ 学習成果を発表する機会の充実 

 

① 学習成果発表の機会づくり 

学習した成果を発表することは、学習者にとって喜びや更なる学習意欲となり、ひいては、

社会への還元へとつながっていきます。地域住民やこどもの学習成果を地域に発表する場「学

ぼうやギャラリー」の設置をはじめ、作品展や自主企画講座など、日頃の学習成果の発表の

場の創出に努めます。 

 

【主な取組】 

◆ 生涯学習フェスティバル等、発表の場の提供 

◆ 地区文化祭や子ども読書フェスティバルでの作品発表等、公民館・図書館での発表の 

  場の提供 

 ◆ 市民文化祭等での各団体の発表の場の拡充 

 ◆ 障害者ふれあい芸術展の開催等、障害のある人が学習成果を発表する機会の充実 

 

 

施策３ 主体的な市民活動への支援 

 

市民活動団体は、各種ボランティア活動やＮＰＯ活動などを行い、自主的・主体的にまち

づくりに参加しています。これらの市民活動団体の活動を支援し、活性化を図ります。 

特に、社会教育関係団体※１については、社会教育に関する公益的な活動を行い、生涯学習

の推進に主体的に取り組む団体として、団体の自主性を尊重しながら、運営や活動の支援を

行います。 

 

施策の展開１ 市民活動団体への活動支援 

 

①  社会教育関係団体の運営支援及び学習サークル等の活動支援 

防府ユネスコ協会などの社会教育関係団体の継続的な運営への支援や市民活動支援センタ

ーを中心に市民活動団体への情報や活動の場の提供に努めます。 

また、公民館、文化センター等で活動する学習サークル等へ生涯学習フェスティバルの自

主講座や発表会への参加を呼びかけるなど、団体相互の情報交換や交流の場の創出に努めま

す。 

 

【主な取組】 

 ◆ 社会教育関係団体の継続的な運営への支援 

 ◆ 市民活動支援センターを中心とした市民活動団体への支援 

 ◆ 社会教育関係団体・学習サークル相互の交流を図る機会の提供 

 

 

 

 

 

 

                                             
１ 社会教育関係団体：法人か否かを問わず、公の支配に属さない団体で、社会教育に関する事業を行うことを 

主たる目的とする団体で、青少年教育に関する団体、成人教育に関する団体、文化・芸術に 関する団体等。 
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３ 基本目標３ 学びを通じてつながる地域づくり             

 

施策１ 地域活動の拠点づくり 
 

公民館は、地域住民にとって最も身近な学習施設であり、人間関係づくりや生きがいづく

りのみならず、地域の教育力※１向上を図るための中核となる施設です。 

共に学び、活動することを通じて、地域課題の解決に向けて地域全体で取り組む拠点とな

るよう、公民館での活動を継続して支援します。 

また、学校が、保護者だけでなく、地域住民の力を活用した活動の拠点となるよう、学校

支援活動の更なる推進を図ります。 

 

施策の展開１ 公民館・学校を中心とした拠点づくり 

 

① 地域コミュニティ活動※２の支援 

公民館で学んだ知識や経験を生かし、地域のために貢献する活動への参加・参画を促進し、

地域活動の活性化を図ります。 

また、公民館を幅広い世代が利用し、地域課題を解決する拠点として活用するため、公民

館運営審議会等により運営方法などの調査・研究を進めます。 

 

【主な取組】 

 ◆ 公民館を中心にした地域コミュニティ活動への支援 

 ◆ 公民館の運営方法についての調査・研究の推進 

 

② 公民館・学校の連携による学校支援活動の推進 

本市では、地域まるごと学校「防府モデル※３」を基盤として、コミュニティ・スクールと

地域協育ネットを推進しており、市内全ての小・中学校をコミュニティ・スクールに指定し、

コミュニティ・スクールを中心とする学校・家庭・地域が連携した教育に取り組んでいます。 

 学校支援活動においては、「ほうふ幸せます人材バンク『支援者バンク』」を活用し、学習

支援や読み聞かせ、学校行事を支援する活動の充実を図るなど、多くの地域住民が学校に集

い、共にこどものために活動することを通じて、喜びや生きがいを感じられるよう取組の推

進に努めます。 

また、地域連携担当者※４の会議において、学校の教職員と公民館の職員が連携し、地域の

力を活用した学校支援活動を推進します。 

 

 
 

 

                                            
１ 地域の教育力：学びに関して優れた影響力をもつ、地域にある人的・物的な教育資源。 

２ 地域コミュニティ活動：住民相互の交流が行われている概ね小学校区を単位とした地域コミュニティにおい 

て、主体的に取り組まれる活動。 

３ 防府モデル：防府市において「地域まるごと学校」の理念のもと学校と公民館を核とした地域づくり、地域と 

  ともにある学校づくりを推進し、「教育のまち日本一」をめざすネットワークシステム。 

４ 地域連携担当者：学校、家庭、地域の連携・協働を図るため各学校の分掌上に位置づけられたコミュニティ・ 

  スクール、地域協育ネットに係る担当教職員。 

【教育】     【実施手段】 
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【主な取組】 

 ◆ コミュニティ・スクールの推進並びに地域ぐるみで学校を支える取組の推進 

 ◆ 放課後子ども教室の開催等、放課後や週末のこどもの居場所づくりの推進 

◆ 家庭教育学級や就学期子育て講座等の公民館による講座の充実 

 ◆ 地域連携担当者と公民館職員との合同研修の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
１ 熟議：関係者全員が当事者意識をもち、こどもたちがどのような課題を抱えているのかという実態を共有す 

  るとともに、地域でどのようなこどもを育てていくのか、何を実現していくのかという目標・ビジョンを共 

有するために熟慮と討議を重ねること。 

※１ 

地域まるごと学校「防府モデル」のイメージ図 
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施策２ 地域の協働を進めるための仕組みづくり 
 

 近年の社会情勢の変化に伴い、地域や社会の基盤である家庭、そしてこどもの育ちを取り

巻く環境は大きく変化しており、課題が多様化、複雑化しています。 

 こうしたことから、学校・家庭・地域のネットワークを強化し、他者と協働して課題を解

決していくことが求められます。 

 地域活動の拠点となる公民館や学校を中心に、学校・家庭・地域が協働して、地域づくり

をテーマにした学習プログラムの充実や組織的なボランティア活動を実施し、交流の場を広

げます。 

 

施策の展開１ 家庭教育力の向上 

 

① 地域ぐるみの家庭教育支援の推進 

「家庭教育支援チーム」による子育て学習会の開催など、こどもの発達段階に対応した学

習機会や交流の場の確保に努め、保護者同士のネットワークづくりを促進します。 

また、防府市青少年育成市民会議を中心に、家庭の役割の重要性を認識し、家族のきずな

を深めるための取組を行う「家庭の日」運動を積極的に推進します。 

 

【主な取組】 

 ◆ 家庭教育アドバイザー※１の養成と活用 

 ◆ 家庭教育に関する相談体制の充実 

 ◆ 就学期子育て講座や思春期子育て講座等、家庭教育学習の推進 

 ◆ 「家庭の日」親子ふれあいイベントの開催等、「家庭の日」運動の積極的な推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
１ 家庭教育アドバイザー：山口県が開催している家庭教育アドバイザー養成講座を修了し、子育ての悩みの 

相談や子育て情報の提供等の家庭教育支援に携わる人。 

子育て学習会 

「家庭の日」親子ふれあいイベントのポスター 
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「家庭の日」運動の啓発チラシ 

② 子育て支援体制の整備・充実 

 母子保健推進員による訪問活動や子育てサークルの実施など、子育てに関する知識や経験

を持つボランティアを中心に、子育て家庭を支援するとともに、育児に追われ保護者が孤立

しないよう、こどもの発育、発達や育児について地域で気軽に相談できる体制の強化を図り

ます。 

また、家族との時間を大切にできる職場環境づくりを促進するために、企業等への広報・

啓発を行います。 

 

【主な取組】 

 ◆ 地域の子育てサークルの支援 

 ◆ 子育てを支援するボランティアの活用 

 ◆ 企業等への「家庭の日」運動に関する広報・啓発 

 ◆ 幼稚園・保育所（園）や地域子育て支援拠点等での子育て相談の実施 

  ◆ ５歳児（年中児）発達相談会の開催等、こどもの発育や発達の相談・支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の展開２ 学校・家庭・地域の協働の推進 

 

① 学校・家庭・地域が協働した教育支援活動の推進 

コミュニティ・スクールや地域協育ネット、放課後子ども教室などの活動を通じて保護者

や地域住民が豊かな人間関係を築くことにより地域の教育力の向上を目指します。 

保護者と地域住民とのつながりを深めるため、公民館などで地域住民と協働して家庭教育

に関する講座を開催するなど、学習機会の提供に努めます。 

 

【主な取組】 

 ◆ コミュニティ・スクールの推進並びに地域ぐるみで学校を支える取組の推進（再掲） 

 ◆ 放課後子ども教室の開催等、放課後や週末のこどもの居場所づくりの推進（再掲） 

 ◆ 社会教育指導員との情報交換等、学校と地域をつなぐコーディネーターの活用 

 ◆ 家庭教育学級等、保護者や地域住民との協働による講座の開催

「家庭の日」親子ふれあいイベント 
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第５章 生涯学習の推進に向けて 
 

１ 目標指標                           

本計画の推進にあたり、計画の進捗状況の成果を検証するため、次のとおり目標指標を設

定しました。 

 

基本目標１ いつでもどこでも誰でも学べる環境づくり 

 

※防府市民の生涯学習に関する意識調査（令和６年８月） 

 

 

基本目標２ ひとりひとりがきらめく人づくり 

目標指標 
実績値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和１２年度） 

この１年間にボランティア活動を行った人の割合 ※ 22％ 40％ 

『ほうふ幸せます人材バンク「指導者バンク」』登録者の 
派遣回数（年間） 

215 件 240 件 

市民活動支援センターの登録団体数（年間） 206 団体 215 団体 

※防府市民の生涯学習に関する意識調査（令和６年８月） 

 

 

 

目標指標 
実績値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和１２年度） 

この１年間に生涯学習活動を行った人の割合 ※ 60％ 70％ 

「聞いて得するふるさと講座（出前講座）」の利用件数（年間） 177 件 200 件 

生涯学習活動をするために、公民館を利用したい又は 
積極的に利用したいと回答した人の割合 ※ 

44％ 65％ 

公民館利用者数（年間） 209,714 人 220,000 人 

人口１人当り館外貸出冊数（電子書籍・AV資料を含む） 
（貸出冊数/人口） 

4.5 冊 5.0 冊 

青少年科学館（ソラール）入館者数（年間） 87,290 人 80,000 人 
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基本目標３ 学びを通じてつながる地域づくり 

目標指標 
実績値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和１２年度） 

放課後子ども教室に係るボランティア数（延べ数） 2,087 人 3,100 人 

学習成果を地域づくりやまちづくり活動に生かしたいと 
回答した人の割合 ※ 

13％ 30％ 

 

※防府市民の生涯学習に関する意識調査（令和６年８月） 

 

 

２ 計画の推進にあたって                        
                                                   

 

１ 計画の推進体制 

 

  本計画を効果的かつ継続的に推進していくためには、行政、市民、生涯学習に関わる民

間団体や企業、学校等が協働して施策の推進に努めるとともに、計画の進行管理を定期的

に行うことが重要になります。 

本計画の推進にあたっては、防府市生涯学習推進会議により、進捗状況の把握と評価を

行い、計画に掲げた目標の達成を目指します。 

なお、計画の策定や見直しにあたっては、議会に説明を行います。 

 

 

２ 計画の周知 

 

本計画の趣旨については、ホームページ等を通じて、広く周知を行い、生涯学習に対す

る意識の高揚を図ります。 

 

 

３ 計画の進行管理 

 

防府市生涯学習推進会議において、毎年度、計画に基づく施策や取組状況の点検・評価

を実施し、次年度に向けての見直しや改善を行います。 

また、毎年度、基本目標に沿ったさまざまな取組についての進捗状況や検証結果等を取

りまとめ、市のホームページに掲載し、市民との情報の共有を図ります。 

 

 

４ 財政上の措置 

 

本計画の基本目標の達成に向け、各取組を継続的に進めるため、必要な財政上の措置を

講ずるように努めます。 

また、国・県等の支援制度を積極的に活用します。 
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参考資料 
 
主な生涯学習関連施設 

施設名 
詳細 

（二次元コード） 
完成年 備考 

防府市公会堂
ほうふしこうかいどう

 
 

昭和３５(1960)年  

防府市スポーツセンター 野 球 場
やきゅうじょう

 
 

昭和５０(1975)年  

防府市スポーツセンター運動広場
うんどうひろば

 
 

昭和５５(1980)年  

防府市サイクリングターミナル 
 

昭和５６(1981)年  

防府市保健
ほ け ん

センター 
 

昭和５９(1984)年  

防府市 中
ちゅう

高
こう

年
ねん

齢
れい

労
ろう

働
どう

者
しゃ

 

福祉
ふくし

センター（サンライフ防府
ほうふ

）  

昭和６１(1986)年  

向 島 運 動 公 園 多 目 的 広 場
むこうしまうんどうこうえんたもくてきひろば

 
 

昭和６２(1987)年  

防府市スポーツセンター 

陸 上
りくじょう

競 技 場
きょうぎじょう

  

平成 ２(1990)年  

三田尻塩田記念産業公園
みたじりえんでんきねんさんぎょうこうえん

 
 

平成 ４(1992)年 入浜式塩田の復元施設ほか 

防府市スポーツセンター武道館
ぶどうかん

 
 

平成 ５(1993)年 武道場、弓道場 

向 島 運 動 公 園
むこうしまうんどうこうえん

テニスコート 
 

平成 ７(1995)年  

防府市青 少 年 科 学 館
せいしょうねんかがくかん

 

（ソラール）  

平成１０(1998)年  

防府市地 域 交 流
ちいきこうりゅう

センター 

（アスピラート）  

平成１０(1998)年 音楽ホールほか 
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三哲文庫防府市立防府図書館
さんてつぶんこほうふしりつほうふとしょかん

 
 

平成１８(2006)年 ルルサス防府（３階） 

防府市地域協働支援
ちいききょうどうしえん

センター 
 

平成１８(2006)年 ルルサス防府（２階） 

防府市文
ぶん

化
か

財
ざい

郷
きょう

土
ど

資
し

料
りょう

館
かん

 
 

平成２０(2008)年  

防府市スポーツセンター体 育 館
たいいくかん

 

（ソルトアリーナ防府
ほうふ

）  

平成２２(2010)年  

防 府 地 域 職 業 訓 練
ほうふちいきしょくぎょうくんれん

センター 
 

平成 ４(1992)年 平成２３年度から市が管理運営 

防府市英
えい

雲
うん

荘
そう

 
 

平成２３(2011)年  

防府市スポーツセンタープール 
 

平成２６(2014)年  

山 頭
さんとう

火
か

ふるさと館
かん

 
 

平成２９(2017)年  

防府市スポーツセンター 

人工芝多目的
じんこうしばたもくてき

グラウンド  

平成３０(2018)年  

公 民 館
こうみんかん

※ 
 牟礼・松崎・佐波・勝間・華浦・新田・向島・中関・華城・

西浦・右田・富海・小野・大道・防府市野島漁村センター 

防府市福
ふく

祉
し

センター 
 

宮市・右田・牟礼・玉祖 

                                               

※ 公民館 この計画では、牟礼・松崎・佐波・勝間・華浦・新田・向島・中関・華城・西浦・右田・富海・小野・

大道の各地区に設置された１４公民館に、防府市野島漁村センターを含める。 
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防府市生涯学習推進会議設置要綱 

令和３年１月２０日制定  

 （目的） 

第１条 防府市生涯学習推進計画を推進する上で、その推進を市民参加と協働の視点に立っ

たものとするため、防府市生涯学習推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。 

 (１) 生涯学習施策の推進に関すること。 

 (２) 生涯学習の奨励普及に関すること。 

 (３) 生涯学習推進計画の策定に関すること。 

 （４） その他必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 推進会議は、次の各号の区分による委員２０人以内をもって組織する。 

(１) 学識経験者 

 (２) 各種団体等関係者 

 (３) 公募による者 

２ 前項第３号の公募による者の募集及び選考については、別に定める。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 推進会議の会議（以下「会議」という。）は、必要の都度委員長が招集し、会議の

議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

３ 委員長は、必要と認める場合において、関係者を会議に出席させ、意見を聴くことがで

きる。 

 （庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、別に定める。 

   附 則 
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 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

防府市生涯学習推進会議委員名簿 

 

（敬称略） 

  区 分 所属団体等 氏 名 

1 学識経験者 国立大学法人 山口大学（教授） 柳井 崇史 

2 

学校教育 

防府市小学校長会（右田小学校長） 加藤 祐之 

3 高川学園高等学校 渡邉 篤夫 

4 

幼児教育 

防府市幼稚園連盟（会長） 弘中 貴之 

5 防府市保育協会（会長）    島田 教明 

6 

社会教育 

防府市社会教育委員の会議（委員長） 渡邉 哲郎 

7 防府市社会福祉協議会（常務理事） 熊野 博之 

8 防府ユネスコ協会（副会長） 山内 博則 

9 防府市文化協会（会長） 岡本 早智子 

10 防府市スポーツ推進委員連絡協議会（副会長） 重冨 貴史 

11 防府市ＰＴＡ連合会（佐波中学校ＰＴＡ会長） 山本 直之 

12 防府市市民活動支援センター（センター長） 京井 和子 

13 防府市子ども会育成連絡協議会（会長） 藤井 孝造 

14 防府市母子保健推進協議会（会長） 宮木 淳子 

15 

公募 

一般公募 三宅 喜久美 

16 一般公募 永野 ひとみ 
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防府市生涯学習推進計画策定庁内委員会設置要綱 

                             令和２年１０月７日制定 

（目的及び設置） 

第１条 防府市生涯学習推進計画の策定を行うため、防府市生涯学習推進計画策定庁内委員

会（以下「庁内委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務）  

第２条 庁内委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 生涯学習推進計画の策定に関すること 

(２) その他生涯学習推進計画の策定に必要な事項 

（組織） 

第３条 庁内委員会は、別表１に掲げる職員をもって組織する。 

２ 委員長は教育部次長をもって充て、副委員長は生涯学習課長をもって充てる。 

３ 委員長は、庁内委員会を総理する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、防府市生涯学習推進計画の策定が完了するまでとする。 

 （会議） 

第５条 委員長は庁内委員会の会議を招集し、会議の議長となる。 

２ 委員は、会議に出席できないときは、その指名する者を代理で会議に出席させることが

できる。 

３ 庁内委員会は、必要と認める場合において、関係者を会議に出席させ、意見を聴くこと

ができる。 

 （事務局） 

第６条 庁内委員会の事務局は、教育委員会教育部生涯学習課に置く。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、庁内委員会の運営について必要な事項は、別に定 

める。 

附 則 

この要綱は、令和２年１０月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する 
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別表第１（第３条関係） 

防府市生涯学習推進計画策定庁内委員会名簿 

 

区 分 職 名 

委 員 長 教 育 部 次 長 

副 委 員 長 生 涯 学 習 課 長 

委 員 政 策 推 進 課 長 

委   員 地 域 振 興 課 長 

委   員 ス ポ ー ツ 振 興 課 長 

委 員 文 化 振 興 課 長 

委   員 福 祉 総 務 課 長 

委   員 高 齢 福 祉 課 長 

委   員 障 害 福 祉 課 長 

委   員 子 育 て 推 進 課 長 

委   員 健 康 増 進 課 長 

委   員 教 育 総 務 課 長 

委   員 学 校 教 育 課 長 
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用語解説（※五十音順） 
 

ＩｏＴ           “インターネット・オブ・シングス”の略。コンピュータなどの情報・通信機器 

（Internet of Things）    だけでなく、様々な物体（モノ）に通信機能を持たせ、インターネットに接続し

たり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこ

と。 

 

移動図書館車        図書館を直接利用しにくい利用者のため、資料を積んで定められた場所（ステー

ション）に行き、貸出し・返却業務等を行うための車両。 

 

Ｗｅｂサービス       利用者が自宅や勤務先から、インターネットを経由して図書館のホームページで

資料検索や予約等ができるサービス。 

 

ウェルビーイング       身体的・精神的・社会的に良い状態にある事を言い、短期的な幸福のみなら

ず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。 

 

家庭教育アドバイザー    山口県が開催している家庭教育アドバイザー養成講座を修了し、子育ての悩みの       

相談や子育て情報の提供等の家庭教育支援に携わる人。 

 

家庭教育支援チーム     学習機会の提供、親子参加型行事の開催、子育てに関する情報提供及び相談対応

を実施する家庭教育支援を行うことにより、地域全体で家庭教育を充実させてい

くことを目的とした子育て経験者等で構成するチーム。 

 

「家庭の日」運動      青少年を健全に育てるための最も重要な基盤である家庭を見直すために、毎月第 

３日曜日を「家庭の日」として、防府市青少年育成市民会議を中心に推進している

運動。 

 

学芸員           博物館等で、資料の収集・保管・調査研究・展示等に携わる専門的職員。 

 

キャリア教育        一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てる

ことを通して、キャリア発達を促す教育。                                         

 

協働            多様な主体が、それぞれの特性を生かし、互いを尊重し、協力して取り組むこと。 

 

公民館主事         公民館に配置され、社会教育の機会の企画・提供及び地域住民との連携の中で、社  

会教育の質を高めていく専門的職員。 

 

子育て広場         乳幼児とその保護者が気軽に集まって、交流できる場 

               

コーディネーター      一般的には調整する人のことを表すが、ここでは生涯学習の活動やボランティア

活動活動を行う上で、支援を求める側と提供する側の個人や団体との間に必要な

仲介・調整の役割を担う人。 

 

コミュニティ・スクール   保護者や地域住民等で構成される学校運営協議会の意見を学校に反映させ、より

充実した学校運営を図る制度。 

 

産学公民          民間企業、学校、国・地方公共団体、地域住民・ＮＰＯ等を表す。 

 

司書            図書館で、図書の収集・整理・保存・提供等を行う専門的職員。 

 

市民活動ボランティア    ボランティア活動を希望する市民のボランティア登録と、ボランティアの募集を

マッチング         希望する団体などのニーズ登録を受付け、双方に情報提供などを行い、人と活動 

をつなぐ取組。 

                                             

社会教育関係団体      法人か否かを問わず、公の支配に属さない団体で、社会教育に関する事業を行う 

ことを主たる目的とする団体で、青少年教育に関する団体、成人教育に関する団

体、社会教育施設関係団体、文化・芸術に関する団体等。 

 

 

社会教育指導員       社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成     

等にあたる非常勤職員。教育全般に関して豊かな識見を持ち、社会教育に関する指

導技術を有する者から、教育委員会が委嘱する。 
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熟議            関係者全員が当事者意識をもち、こどもたちがどのような課題を抱えているのか

という実態を共有するとともに、地域でどのようなこどもを育てていくのか、何を

実現していくのかという目標・ビジョンを共有するために熟慮と討議を重ねるこ

と。 

 

生涯学習関連施設      公民館・博物館・図書館等の社会教育施設のほか、スポーツ施設、文化施設、また

生涯学習を支援する施設を含む。 

 

生涯学習専門員       防府市独自の制度で、生涯学習に関する情報の収集・提供や、学習相談、「ほうふ

幸せます人材バンク」のコーディネート等を行う専門職員。 

 

生涯学習フェスティバル   生涯学習ボランティアや市民が主体的に企画・運営し、学ぶことの楽しさを伝え

るとともに、多くの市民が生涯学習活動に参加する機会となるイベント。 

 

少年少女発明クラブ     少年少女に科学的な興味・関心を追及する場を提供し、自由な環境の中で創作活

動を行い、作品を完成する喜びを体験させ、創造性豊かな人間形成を図ることを目

的とするクラブ。 

 

スポーツ推進委員      行政と協力し合ってスポーツ推進のための事業の企画・運営および地域住民のス     

ポーツ・健康づくりに関する推進を図る地域におけるスポーツの指導助言者。 

                                              

生成ＡＩ          文章、画像、プログラミング等を生成できるＡＩモデルに基づくＡＩの総称。 

 

ソーシャルメディア     インターネットを利用して個人間のコミュニケーションを促進するサービスの 

総称。 

 

地域協育ネット       幼児期から中学校卒業程度までのこどもの育ちや学びを、地域ぐるみで見守り、

支援することを意図した山口県が推進する教育支援体制。概ね中学校区をひとま

とまりとし、地域協育ネット協議会※を核とした、学校・家庭・地域の連携による

仕組み。 

 

地域協育ネット協議会    めざすこどもの姿や具体的な活動内容等を共有し、協働で推進する。中学校区内

の各学校運営協議会の代表、ＰＴＡ代表、校長、公民館社会教育指導員で構成。 

 

地域協育ネットコーディ   「地域協育ネット」に係るコーディネーターとして活動する者を対象とし、必要 

ネーター養成講座      な知識・技能等を身に付け、地域活動の核となる人材を養成する。 

 

地域コミュニティ活動    住民相互の交流が行われている概ね小学校区を単位とした地域コミュニティにお

いて、主体的に取り組まれる活動。 

 

地域の教育力        学びに関して優れた影響力をもつ、地域にある人的・物的な教育資源。 

                                         

地域連携担当者       学校、家庭、地域の連携・協働を図るため各学校の分掌上に位置づけられたコミュ   

ニティ・スクール、地域協育ネットに係る担当教職員。 

 

超スマート社会              必要なもの・サービスを、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズ

（Society 5.0）       にきめ細やかに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性 

        別、地域、言語といった様々な制約を乗り越え、活き活きと快適に暮らすことの 

できる社会。 

 

電子図書館         書籍などの電子化された出版物や資料を、インターネットなどのネットワークを

介した利用を提供するシステム。利用者が図書館へ出向くことなく、コンピュータ

ーなどを通じて必要な出版物や資料を検索し、利用できる図書館。 

 

文化センター        防府市文化センター及びルルサス文化センターを併せた総称。 

 

放課後子ども教室      放課後等の安全・安心なこどもたちの居場所を確保するために、地域住民の参画

を得て、こどもたちの学習やスポーツ・文化活動を行う。 

 

『ほうふ幸せます人材バンク 学習支援など学校支援を行うボランティアの登録・派遣制度。 

「支援者バンク」』 
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『ほうふ幸せます人材バンク ボランティア講師の登録・派遣制度。 

「指導者バンク」』 

 

防府市人権学習推進市民会議 すべての市民が人間尊重社会の実現を目指して、自由と平等、人権尊重の理念に

ついて主体的に学び、人権意識の高揚をはかるための活動を行っている市民会議。 

 

防府市青少年育成市民会議  市民の総意を結集して青少年育成市民運動を展開し、青少年の健全な育成を図る 

ことを目的とした会議。 

 

防府まるごと学校のつどい  コミュニティ・スクール及び地域協育ネットの関係者を対象にした地域連携教育

における目標や活動内容等の共有を行うための会議。 

 

ほうふみらい塾       次世代の防府市のリーダー養成のために、防府市教育委員会が市内の児童生徒を

募って実施する土曜日の教育活動。防府市の人材や企業・文化財等の豊かな社会資

源を活かして体験的な講座を開設している。 

 

防府モデル         防府市において「地域まるごと学校」の理念のもと学校と公民館を核とした地域    

づくり、地域とともにある学校づくりを推進し、「教育のまち日本一」をめざすネ

ットワークシステム。 

 

ボランティア協働情報紙   生涯学習課、防府市社会福祉協議会、防府市市民活動支援センターの３機関で作

成する生涯学習・市民活動・ボランティア活動に関する情報紙。 

 

学ぼうやコンテスト     防府市の生涯学習マスコットキャラクター「学ぼうや」とその家族を題材にした

イラスト作品のコンテスト。 

 

リカレント教育       社会人になってからも、学校などの教育機関に戻り、学習し、また、社会に出てい

くことを生涯続けることができる教育システムのこと。「学び直し」と表現される

こともある。 

 

レファレンス・サービス   知識や情報を求めてくる利用者に対して、図書館員が図書館の資料と機能を活用

し、必要としている知識・情報の検索方法を教えたり、回答を提供したりするサー

ビス。 
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